
議案第２９号 

  

北名古屋市体育館の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

  

北名古屋市体育館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を

別紙のとおり定めるものとする。 

 

令和３年２月２５日提出 

 

              北名古屋市長 長 瀬  保 

 

 

提案理由 

 

この案を提出するのは、北名古屋市総合体育館のトレーニング室を廃止

し、新たに軽運動室を設置するため、本条例の一部を改める必要があるか

らである。  



   北名古屋市体育館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例 

 

北名古屋市体育館の設置及び管理に関する条例（平成１８年北名古屋市

条例第７９号）の一部を次のように改正する。 

第７条第３号中「き損する」を「毀損する」に改める。 

第１２条本文中「き損し」を「毀損し」に改める。 

 別表の１競技施設使用料中備考以外の部分を次のように改める。 

 １ 競技施設使用料 

使用区分 午前 午後

１◇ 

午後

２◇ 

夜間 開館前又は閉
館後の１時間

◇◇◇ 
午前
９時
から
正午
まで 

正午
から
午後
３時
まで 

午後
３時
から
午後
６時
まで 

午後６時から
午後９時３０
分まで◇◇◇ 

専

用

使

用 

 

主競技場（アリー

ナ） 

円 

南半面  

１，７５０ 

北半面  

１，７５０ 

円 

南半面  

２，０４０ 

北半面  

２，０４０ 

円 

南半面  

７５０ 

北半面  

７５０ 

多目的ホール １，７４０ ２，０２０ ７５０ 

柔道場 １，７４０ ２，０２０ ７５０ 

剣道場 １，７４０ ２，０２０ ７５０ 

 軽運動室 １，７４０ ２，０２０ ７５０ 

 みんなのスポーツル

ーム 

 １，９２０ ７１０ 

個

人

使

用 

１回

券 

主競技

場、多

目的ホ

ール、

柔道場、

剣道場、

軽運動

室 

大人 ２１０ ２１０  

小人（

小中学

生） 

１００ １００  

小学生

未満 

無料 無料  



みんな

のスポ

ーツル

ーム 

大人  ２１０  

小人（

小学生） 

無料   

小学生

未満 

無料   

回数

券 

主競技

場、多

目的ホ

ール、

柔道場、

剣道場、

軽運動

室 

大人 ２，１００  

小人（

小中学

生） 

１，０００  

みんな

のスポ

ーツル

ーム 

大人  ２，１００  

別表の１競技施設使用料備考１中「（トレーニング室を除く。）」を削

る。 

   附 則 

 この条例は令和３年７月１日から施行する。 


